
議 案 第 ３ ５ 号   

 

 

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に  

つ い て  

 

 

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り 制  

定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也   

 

 

 

 

理  由  

兵 庫 県 内 に お け る 国 民 健 康 保 険 の 保 険 料 水 準 の 統 一 に 伴 い ， 被 保  

険 者 と す る 者 の 範 囲 を 見 直 し ， 結 核 医 療 付 加 金 を 廃 止 す る た め 。  

 

 

 

 

 

議35



伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和 ８  

年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 ３ ４ 年 条 例 第 １ ４ 号 ） の 一 部 を 次  

の よ う に 改 正 す る 。  

第 ４ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 被 保 険 者 と し な い 者 ）  

第 ４ 条  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） の 規 定 に よ り 児  

童 福 祉 施 設 に 入 所 し て い る 児 童 又 は 小 規 模 住 居 型 児 童 養 育 事 業 を  

行 う 者 若 し く は 里 親 に 委 託 さ れ て い る 児 童 で あ つ て 、 民 法 （ 明 治  

２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） の 規 定 に よ る 扶 養 義 務 者 の な い も の は 、 被  

保 険 者 と し な い 。  

第 ８ 条 の ２ を 削 る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 受 け た 医 療 に 係 る 結 核 医 療 付 加 金 の 支  

給 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

議35-2＊


